
令和７年度

北　方　町

保育所等

入 所 案 内



認定こども園とは
　認定こども園は、幼児教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所（園）の両方の機能を併せ持っ
ています。保育所（園）のように保護者の就労などの理由により、家庭において必要な保育を受けることが
困難である場合に「保育の支給認定」を受け、利用することができる保育認定枠（２・３号認定）と、幼稚
園のように保護者の就労状況等に関係なく、入所条件が必要でない教育認定枠（１号認定）があります。保
育認定枠と教育認定枠では、預けられる時間などに違いがあります。

保育所（園）とは
　保育所は、保護者が働いているなどの理由のため、就学前児童を家庭で保育することができない場合に、
保護者に代わって保育を行うことを目的とした児童福祉法に基づく施設です。そのため、「教育のため」「集
団生活に慣れさせるため」「同年代の友達と遊ばせたい」「下のお子さんの保育に手間がかかる」などの理
由では入所は認められません。保育を受けるためには、家庭において必要な保育を受けることが困難であ
る場合に「保育の支給認定」を受けることで、利用することができます。

支給認定について

　「子ども・子育て支援新制度（以下、新制度）」により保育所等（新制度に移行した施設）を利用する場合は、
保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。

　新制度では下記の３つの区分の認定に応じて、施設（幼稚園、保育所、認定こども園等）の利用先が決
まります。
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認定区分

満3歳以上 1号認定

2号認定

教育を希望される場合
　　　　　（教育認定）

教育標準時間

保育の必要な事由に
該当し、保育を希望
する場合
　　　　（保育認定）

保育標準時間
もしくは
保育短時間

満3歳未満 3号認定

内容 利用時間区分

幼稚園、認定こども園

保育所、認定こども園

保育所、認定こども園
地域型保育事業所

利用できる施設

１．支給認定とは

①　就労　　　　1ヶ月において、６４時間以上労働することを常態としていること。
②　妊娠・出産　妊娠中であるか又は出産後間がないこと（認定期間は、産前6週・産後8週経過後の月
　　　　　　　　末まで）。
③　疾病等　　　肉体的・精神的に疾病・障害を有していること。
④　看護等　　　同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。
⑤　災害等　　　震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たっていること。
⑥　求職　　　　求職活動(起業の準備を含む)を継続的にしていること。
⑦　就学　　　　学校、専修学校等に在学していること（職業訓練等を含む）。
⑧　虐待・ＤＶ　児童虐待又はDVのおそれがあると認められること。
⑨　育児休業　　育児休業取得時に既に保育を利用しており、引き続き利用する
　　　　　　　　ことが必要であると認められること。
⑩　その他　　　上記に類する状態として町長が認める場合。

※詳しい条件や期間については教育委員会までお問い合わせください。 

２．保育の必要性の事由

（令和7年４月１日現在）



保育所等一覧表

保育施設等の開園・閉園について
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名　称 公立私立

北方北保育園

北方中保育園

町立こども園

かわせみこども園

ちびっこ園。

７０名

１６５名

18０名

126名

１９名

公立

公立

公立

私立

私立

7：30～17：30

7：30～1８：30

7：30～1８：30

7：30～1８：30

７：３０～１８：３０

×

19 時まで

19 時まで

19 時まで

×

1歳～５歳

６ヶ月～５歳

６ヶ月～５歳

６ヶ月～５歳

3ヶ月～２歳

延長保育標準保育時間年　齢定　員

教育・保育時間

時　間

町立こども園 かわせみこども園

9：00～ 14：00
土日・祝日・年末年始・春休み・夏休み・冬休み等あり

9：00～ 15：00
休　日

預かり保育：１４：００～１７：００ 預かり保育： ８：３０～ ９：００
　　　　　 １5：００～１８：３０
　　　　　 １８：３０～１９：００

その他

令和 7年度

町立こども園

かわせみこども園

もちのきこども園

中保育園

北保育園

開園

令和７～９年度にかけて段階的に保育認定の定員増・教育認定の定員減

開園

令和８年度末で閉園

令和８年度末で閉園

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度

●１号認定

　令和７年度以降、町立保育園の民営化及び統廃合計画等に伴い、上記のとおり施設の開園・閉園を
実施します。
　町立保育園の利用希望等の方につきましては、上記スケジュール等を確認し、閉園までの利用に同
意いただいたうえでお申し込みください。
　また、町立保育園の閉園後に係る利用児童の受入れにつきましては、町内の他の保育所等にて利用
調整を図ったうえで受入れを実施する予定です。ただし、町内の他の保育施設での受入れに関して
は、各保育施設の受入可能数を超えた申込みがある場合など必要に応じて利用調整を行うため、必ず
しも第１希望の園で受入れができるとは限りません。

【保育施設等開園・閉園スケジュール】

※記載の内容については見直し等により、変更になる場合があります。
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【対象者】
教育認定（１号認定）を受けて認定こども園に在園する児童のうち、保育の必要性を受けている児童
【利用時間・利用料】
町 立 こ ど も 園：１４：００～１７：００（１回３５０円（おやつ代５０円含む））
かわせみこども園：　８：３０～　９：００（無料）、１５：００～１６：００（無料）
　　　　　　　　　１６：００～１８：３０（１００円／日）
　　　　　　　　　１８：３０～１９：００（１５０円／日（おやつ代含む））
【利用方法】
「保育の必要性」の認定を受けたうえで、各施設へ直接お申込みください。
【その他】
行事等により預かり保育を実施しない日があります。詳細は各施設へお問い合わせください。
利用料の支払い方法は各施設へお問い合わせください。

【対象者】
保護者の就労時間その他家庭の状況を考慮し、認定区分により利用できる保育時間（保育の必要量）を
超えて利用希望する者
【利用時間・利用料】
・公立施設
　延長保育料については現在調整中です。後日、別途お知らせします。
・かわせみこども園

【利用方法】各施設へお申し込みください。
【その他】利用料の支払い方法は各施設へお問い合わせください。

②離婚・死亡・婚姻等により、保育料の算定に係る世帯員が異動した場合や、家屋が火災、風水害、震
　災、その他の災害により著しい被害を受けた場合は、申請月の翌月より保育料が変更になる場合があ
　りますので申し出てください。

③「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいいます。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必
　要です（児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し）。なお、金額につきましては「保育料徴収額表」
　をご覧ください。
　１．母子家庭、父子家庭　
　２．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
　３．特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
　４．障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

●２・３号認定

〇預かり保育

〇延長保育

保育標準時間認定
利用時間区分

１８：３０～１９：００ １５０円（おやつ代含む）

利用料（円／日）

保育短時間認定

利用時間区分 利用料（円／日）

７：３０～８：００
１６：００～１８：３０
１８：３０～１９：００

１００円
２００円

１５０円（おやつ代含む）

公立施設

保育短時間 ８：３０～１６：３０

７：３０～１８：３０

８：３０～１２：００

７：３０～１２：００

８：００～１６：００

７：３０～１８：３０

８：００～１２：００

７：３０～１２：００

８：３０～１６：３０

７：３０～１８：３０

８：３０～１２：００

８：００～１２：００

※北保育園は１７：３０まで

保育短時間

保育標準時間

休　日

その他

日曜・祝日・年末年始

延長保育・土曜保育 土曜保育

保育標準時間

かわせみこども園 ちびっこ園。
（北保育園・中保育園・町立こども園）

保
育
時
間

平
　
日

土
曜
日
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入所（園）手続きについて

○受付期間　　令和６年９月２日（月） ～ ９月２０日（金）（期間中は先着順ではありません）
　　　　　　　午前 8時 30分 ～ 午後 5時 15分（土・日・祝日は除く）
　　　　　　　ただし、定員に達しない場合の随時申し込みは、入所希望月の前月１0日まで受付をします。
○受付場所　　北方町役場 1階　教育委員会
　　　　　　　※保育所等では受付しません。
○提出書類  　（１）支給認定申請書兼入所申込書
　　　　　　　※記入例を参考に入所児童一人につき１枚提出してください。

  　（２）就労状況等証明書
　　　　　　　※保育認定を希望される方は提出してください。
　　　　　　　※児童の保護者につき１枚必要です。
　　　　　　　※下表の入所条件に応じて、各証明書等と一緒に提出してください（下表以外に別途、証
　　　　　　　　明書等が必要になる場合があります）。

○そ の 他　　・提出書類は、保育の必要性（状況）確認のほか、保育料等の算定・軽減等に利用させて
　　　　　　　　頂きます。
　　　　　　　・提出書類を確認した結果、「保育を必要とする事由」に該当しない場合は、入所承諾で
　　　　　　　　きません。
　　　　　　　・必要な書類等が不足、または不備がある場合は受理できません。関係書類等がすべて整
　　　　　　　　っての受付とします。

（３）世帯の状況により必要となる提出書類（必要な方）
※利用調整や保育料の軽減適用のために下記世帯に該当する場合は提出してください。

（４）転入に関する誓約書（北方町に転入予定で入所を申込む方）
※申請時現在、当町に住民登録がなくても、入所希望月の前月末日までに転入予定（転
　入後の住所が決まっている等）の場合、申込みを受付けます。

②離婚・死亡・婚姻等により、保育料の算定に係る世帯員が異動した場合や、家屋が火災、風水害、震
　災、その他の災害により著しい被害を受けた場合は、申請月の翌月より保育料が変更になる場合があ
　りますので申し出てください。

③「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいいます。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必
　要です（児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し）。なお、金額につきましては「保育料徴収額表」
　をご覧ください。
　１．母子家庭、父子家庭　
　２．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
　３．特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
　４．障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

入 所 条 件

世帯の状況

① 就労
証明欄に勤務先の証明済みのもの
自営業の方は営業許可証、開業届、直近の確定申告書など現在
営業していることがわかる書類の写し

② 妊娠・出産 母子健康手帳の写し（表紙と出産予定日等のわかるページ）

⑤ 災害等 災害の内容がわかる証明書（罹災証明書等）
⑥ 求職 ハローワークカード等の写し（認定期間は２ヶ月です）
⑦ 就学 時間割及び在学証明書等
⑧ その他 事由により必要と認める書類

③ 疾病等

要保護者世帯
ひとり親世帯等

障害児（者）等在宅世帯

生計中心者が失業した場合

生活保護受給証明書等の写し等
児童扶養手当証書等の写し等

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
等の写し等

離職票の写し、雇用保険受給資格証明書の写し等

医師が証明する保育が困難な状況、傷病名が記載された診断書
・障害者手帳の写し

④ 看護等 介護・看護を必要とする人の診断書、障害者手帳の写し、介護
保険被保険者証の写し

就労状況等証明書の内容 ・ 添付書類

必  要  書  類



1 号認定 2号認定 3号認定
無償保育料

給食費

教材費

その他

＜公立園＞
主食費：　８００円
副食費：３,４００円
＜かわせみこども園＞
主食費：１,０００円
副食費：４,５００円

：420円町立こども園 町立保育園：440円
町立こども園：420円

＜公立園＞
主食費：　9００円
副食費：３,7００円
＜かわせみこども園＞
主食費：１,０００円
副食費：５,０００円

無償 市町村民税をもとに決定

　　　　　　　・申請書等は提出後に、原則、お返しすることができません。書類の控えが必要な方
　　　　　　　　 は、事前に写しをとり提出してください。
　　　　　　　・提出後、記載内容等に変更が生じた場合や状況が変わった場合（転職、退職、勤務時
　　　　　　　　間の変更など）は必ずその都度、就労状況等証明書等の再提出をお願いします。な
　　　　　　　　 お、入所後も確認のため毎年提出していただきます.。
○入所決定　　幼児の家庭の状況・入所条件等から保育の必要性等を総合的に判断し入所を承諾しま
　　　　　　　す。各通知書等は下記スケジュールにて発送を予定しています。
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②離婚・死亡・婚姻等により、保育料の算定に係る世帯員が異動した場合や、家屋が火災、風水害、震
　災、その他の災害により著しい被害を受けた場合は、申請月の翌月より保育料が変更になる場合があ
　りますので申し出てください。

③「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいいます。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必
　要です（児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し）。なお、金額につきましては「保育料徴収額表」
　をご覧ください。
　１．母子家庭、父子家庭　
　２．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
　３．特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
　４．障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

【町立保育園】　　　　傷害保険代の一部負担金（年額240円）
　　　　　　　　　　　保護者会費（年額3,000円）
　　　　　　　　　　　保育材料費　等
【町立こども園】　　　傷害保険代の一部負担金（年額210円）
　　　　　　　　　　　保護者会費（年額3,000円）
　　　　　　　　　　　行事経費　等
【かわせみこども園】　雑費（月額500円）
　　　　　　　　　　　新学期用品　等
【ちびっこ園。】　　　連絡帳代200円（なくなり次第購入）

1号認定 2・3号認定

施設利用決定通知書　　11月下旬

利用契約決定通知書 翌年4月上旬
支給認定通知書

仮決定通知　　　　　12月下旬
施設利用決定通知　　翌年3月中旬
支給認定通知書
利用契約決定通知書　翌年5月中旬

※記載は一部ですので、詳細は施設へお問い合わせください。
※金額等は変更になる場合があります。

定員を超えた場合の選考基準について
　教育認定の方（１号認定）については、抽選となります。
　保育認定の方（２号認定、３号認定）は、入所希望者が保育所等の受入可能数（定員）を超えた場合は、
入所理由によって入所すべき緊急性の高い乳幼児を優先して入所決定します。第１希望に入所できない場合
は、第２、第３希望となるか、入所待ちになります。優先事由は原則として次のとおりです。

①ひとり親家庭　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥保護者が育児休業後に復職、又は予定である場合
②生活保護世帯（就労により何か自立が見込める場合）　  ⑦兄弟姉妹が同一の保育所の利用を希望する場合
③生計中心者の失業により就労の必要性が高い場合　⑧地域型保育事業による保育を受けていた場合
④虐待やＤＶを受けるおそれのある場合　　　　　 　⑨その他、各号に類する事由に該当する場合
⑤子どもが障がいを有している場合　　　　　　　　

利用料等について
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保育料について （３号認定）

支払方法について

　園児の属する世帯の当該年度分（4月から8月までにあたっては前年度分）の市町村民税を保育料徴収
額表に照らし合わせて決定されます。保育料の掲載された「利用契約決定通知書」は、5月中旬頃に配布
予定です。

　※家庭の状況によっては、同居の祖父母等の市町村税額等により決定する場合があります。
　※3号認定のお子さんが、年度の途中で満3歳になっても、その年度中は３号認定のまま変わりませ
　　ん（４月１日の年齢で認定するため）。

＜多子軽減＞
①同一世帯から２人以上の児童が同時に保育園・認定こども園・小規模保育施設等の保育施設、幼稚園、
　特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、児童発達支援、児童心理施設を利用している場合は、年
　齢の高い順に数えて、
　・２番目の児童の保育料は半額となります。
　・３番目以降の児童の保育料は無料となります。
　※兄弟が他の幼稚園等に入園している場合は、「在園証明書」等の提出が必要です。
　その他、制度概要は以下のとおりです

②離婚・死亡・婚姻等により、保育料の算定に係る世帯員が異動した場合や、家屋が火災、風水害、震
　災、その他の災害により著しい被害を受けた場合は、申請月の翌月より保育料が変更になる場合があ
　りますので申し出てください。

③「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいいます。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必
　要です（児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し）。なお、金額につきましては「保育料徴収額表」
　をご覧ください。
　１．母子家庭、父子家庭　
　２．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
　３．特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
　４．障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

〇保育料と副食費の算定方法について
　父母それぞれの市町村民税の合計額（配当控除や住宅借入金控除、寄附金控除等をする前の額）によ
り保育料徴収額表を基に決定します。

【町立保育園・こども園】
　　保育料と給食費、教材費は口座振替でお支払いいただきます。利用可能な金融機関は、大垣共立銀
　　行、ぎふ農業協同組合、十六銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合、岐阜信用金庫、三菱
　　UFJ銀行です。
　※ゆうちょ銀行はご利用いただけません。
　※引き落としができなかった等の理由で納付書で支払う場合、三菱UFJ銀行はご利用いただけません。
【かわせみこども園・ちびっこ園。】
　　保育料・給食教材費等は施設ごとの徴収方法となります。

第３～第６階層までのひとり親世帯等

ひとり親世帯等のうち第６階層までの世帯

ひとり親世帯等以外の世帯のうち第４階層までの世帯

ひとり親世帯等のうち第７階層の世帯

ひとり親世帯等以外の世帯のうち第５、６、7階層の世帯

第２子以降は保育料が無料

要件によらず保護者と同一生計の子等
を数える

算定対象となる子どものうち18歳未満
の子どもの中で第３子以降は無料

4～8月：令和6年度（令和5年中の所得に基づく）市町村民税　
9～3月：令和7年度（令和6年中の所得に基づく）市町村民税



副食費の免除対象について （１号認定・２号認定）

第２階層
（年収270万円未満相当）

うちひとり親世帯等
その他
うちひとり親世帯等
その他

第３階層
（年収360万円未満相当）

第４階層（年収360万円相当以上）

１子
◎
◎
◎
◎
◎
×

２子
◎
◎
◎
◎
◎
×

３子
◎
◎
◎
◎
◎
◎

第 1階層（生活保護世帯）
階層区分
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②離婚・死亡・婚姻等により、保育料の算定に係る世帯員が異動した場合や、家屋が火災、風水害、震
　災、その他の災害により著しい被害を受けた場合は、申請月の翌月より保育料が変更になる場合があ
　りますので申し出てください。

③「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいいます。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必
　要です（児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し）。なお、金額につきましては「保育料徴収額表」
　をご覧ください。
　１．母子家庭、父子家庭　
　２．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
　３．特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
　４．障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

●１号認定

◎：副食費免除対象者
×：副食費免除対象外

※多子カウントは、小学校３年生以下の最年長の子どもから第１子、第２子…と数えます。

保育料徴収額表　令和６年度

※３歳未満児の非課税世帯及び３歳以上児の保育料は０円です。
※３歳未満児の令和７年度保育料徴収額表は法改正により変更する場合があります。
各年度４月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
階層
区分

第１

第12

第11

第10

第９

第８

第７

第６

第５

第４

第３

第２

円
0

円
0

00

生活保護世帯等

48,600円未満
ひとり親世帯等
ひとり親世帯等以外
ひとり親世帯等
ひとり親世帯等以外
ひとり親世帯等
ひとり親世帯等以外
ひとり親世帯等
ひとり親世帯等以外

3,600
8,200
6,100
12,200
6,100
12,200
9,000
18,400

3,550
8,100
6,000
12,000
6,000
12,000
9,000
18,200

18,400

26,000

30,300

41,800

42,600

47,600

18,200

25,700

30,000

41,300

42,000

46,800

48,600円以上
57,700円未満
57,700円以上
63,300円未満
63,300円以上
77,101円未満

77,101円以上97,000円未満

97,000円以上110,000円未満

110,000円以上169,000円未満

169,000円以上301,000円未満

301,000円以上397,000円未満

397,000円以上

定　義
３歳未満児 参　考

保育標準時間 保育短時間

第１階層を除き、当
該年度分（４月から
８月までにあっては
前年度分）
市町村民税課税世帯
であって、その所得
割の額が次の区分に
該当するもの

年収260万円未満相当

年収
260万円未満相当

年収
330万円未満相当

年収
360万円未満相当

年収
470万円未満相当

年収
640万円未満相当

年収
930万円未満相当
年収
1,130万円未満相当
年収
1,130万円相当以上

第１階層を除き、当該年度分（４月から８月
までにあっては前年度分）市町村民税非課税
世帯



※多子カウントの方法は従来の保育料と同じ(未就学児で保育所等に通っている子どもの中での順番)

※ひとり親家庭等以外の世帯の５～７（所得割額55,700円以上97,000円未満）階層及びひとり親家庭等世帯の７（所得
　割額77,101円以上97,000円未満）階層については18歳未満の子どもの中で３子以降を対象にした補助を行います。
　（対象者には別途連絡します）。

保育料階層
１（生活保護世帯）
２～４（所得割額57,700円未満）
５～７（所得割額57,700円以上97,000円未満）
８～１２（所得割額97,000円以上）

年収360万円未満相当
年収470万円未満相当
年収470万円相当以上

年収360万円未満相当
年収470万円未満相当
年収470万円相当以上

参　考

参　考

１子
◎
◎
×
×

２子
◎
◎
×
×

３子
◎
◎
◎
◎

ひとり親家庭等以外の世帯

保育料階層
１（生活保護世帯）
２～６（所得割額77,101円未満）
７（所得割額77,101円以上97,000円未満）
８～１２（所得割額97,000円以上）

１子
◎
◎
×
×

２子
◎
◎
×
×

３子
◎
◎
◎
◎

ひとり親家庭等世帯（母子、父子家庭・障がい児（者）同居世帯）

企業主導型保育事業について

　国の補助を受けて企業が実施する保育事業です。地域のお子さんの受入れが可能な施設もあります。
利用料金や空き状況等詳細につきましては、施設へ直接お問い合わせください。地域枠で企業主導型保
育事業を利用する場合支給認定書の交付が必要となる場合があります。必要な方は支給認定申請書を提
出してください。

和光会保育園バンビ北方
鹿野クリニック企業主導型
保育園プルート

曲路２丁目１３７番地

高屋白木２丁目７３番地

２１６̶８１１１

２１６̶８２２２

社会福祉法人　和光会

医療法人　鹿野クリニック

※町外施設につきましては岐阜県のホームページの「岐阜県内認可外保育施設一覧」をご確認ください。

施　設　名 住　所 電 話 番 号 設 置 者
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②離婚・死亡・婚姻等により、保育料の算定に係る世帯員が異動した場合や、家屋が火災、風水害、震
　災、その他の災害により著しい被害を受けた場合は、申請月の翌月より保育料が変更になる場合があ
　りますので申し出てください。

③「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいいます。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必
　要です（児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し）。なお、金額につきましては「保育料徴収額表」
　をご覧ください。
　１．母子家庭、父子家庭　
　２．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
　３．特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
　４．障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

●２号認定

◎：副食費免除対象者　　×：副食費免除対象外

障がい児保育について

　町内の保育所等では集団保育に支障のない、中・軽度の障がい児を受け入れています。入所の承諾など
は面接等によりご相談させていただきます。詳しくは、教育委員会までお問い合わせください。

広域保育について

　保護者の勤務の都合等により、北方町の保育所等の保育時間内に送迎が不可能な場合は、保護者の一方
の勤務地がある市町村の保育所等へ入所が可能です。ただし、受入市町村の事情・受入基準等により、ご
希望に添えない場合があります。詳しくは、教育委員会までお問い合わせください。
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②離婚・死亡・婚姻等により、保育料の算定に係る世帯員が異動した場合や、家屋が火災、風水害、震
　災、その他の災害により著しい被害を受けた場合は、申請月の翌月より保育料が変更になる場合があ
　りますので申し出てください。

③「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいいます。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必
　要です（児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し）。なお、金額につきましては「保育料徴収額表」
　をご覧ください。
　１．母子家庭、父子家庭　
　２．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
　３．特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
　４．障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

園での一日

 ※一般的な基準を示したもので季節や年齢、一人一人によっても多少相違があります。

３
・
４
・
５
歳
児

０
・
１
・
２
歳
児

お
や
つ
・
遊
び

    

延
長
保
育

遊
　
　
び

随
時
降
園

個
別
視
診

(

歯
み
が
き)

お 

や 

つ

健
康
観
察

午
　
　
睡

(

歯
み
が
き)

給
　
　
食

検
　
　
温

 

音
楽･

運
動
等
）

（
造
形･

集
団
遊
び
・

テ
ー
マ
遊
び

遊
　
　
び

健
康
観
察

随
時
登
園

お
や
つ
・
遊
び

   

延
長
保
育

遊
　
　
び

随
時
降
園

個
別
視
診

（
お
口
の
ケ
ア
）

お 

や 

つ

健
康
観
察

午
　
　
睡

（
お
口
の
ケ
ア
）

給
　
　
食

検
　
　
温

遊
　
　
び

（
お
口
の
ケ
ア
）

お 

や 

つ

遊
　
　
び

家
庭
か
ら
の
連
絡
確
認

健
康
観
察

随
時
登
園

降
園

降
園

北方町立保育園２園

　北方町の保育園では「心身ともに健康でたくましい子」を保育理念として、４つの保育目標を柱に掲げて、
子ども達の健やかな成長を支えていくように計画を立てて保育をしています。

園　 行　 事 令和６年度

＜保育目標＞　★ 自主的に行動する子　　　★ 元気よく遊び 思いやりのある子
　　　　　　　★ 最後までやりとおす子　　★ のびのびと表現できる子

園児のみ参加の行事月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

保護者参加の行事 みんなであそぼう 食育活動 保健行事
入園式　進級式
保護者会総会　個別懇談 なかよくしようね歓迎会　交通安全教室

保育参観 おもしろみつけ

水あそび

じゃがいもの収穫
作って食べよう
（カレー）

学園との交流【年長児】

ピクニックごっこ

いちごの収穫

夏まつり

運動あそび

運動会
さつまいもの収穫
作って食べよう

自然物であそぼう

クリスマス

いちごの苗植え

お正月あそび

ごっこあそび

思い出いっぱい じゃがいもの植え付け

歯科検診

定期健康診断

新入園児健診
及び説明会

野菜の収穫
（ナス・トマト・
　枝豆・ピーマン）

遠足ごっこ遠足

七夕会　夏まつり　
プール開き
連れ去り防止教室
プール納め

福祉運動会【年長児】
いも掘り　人形劇

学園との交流【年長児】

クリスマス会

節分・豆まき　
学園との交流【年長児】

生活発表会
保護者会総会

3 お別れお楽しみ会【年長児】
修了式【年長児以外】

毎月の行事
その他の行事
5月～３月
子育て広場

命を守る訓練（保育安全、交通安全、災害避難、防犯）誕生会　発育測定　図書貸出し　
おはなしポケット（読み聞かせ）　体操教室　英語であそぼう　リズム遊び　サッカー教室
園庭開放（第１・第３木曜日午前１０：００～１１：００）
夏まつり（７月）、運動会（１０月）、クリスマス会（１２月）

卒園式【年長児】

運動会　個別懇談
福祉フェスティバル【年長児】

親子遠足【年長児】

文化祭【年長児】
フリー参観

野菜の苗植え 歯科検診

歯と口の健康週間
定期健康診断
尿検査
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園　 行　 事

 

②離婚・死亡・婚姻等により、保育料の算定に係る世帯員が異動した場合や、家屋が火災、風水害、震
　災、その他の災害により著しい被害を受けた場合は、申請月の翌月より保育料が変更になる場合があ
　りますので申し出てください。

③「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいいます。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必
　要です（児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し）。なお、金額につきましては「保育料徴収額表」
　をご覧ください。
　１．母子家庭、父子家庭　
　２．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
　３．特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
　４．障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

園での一日
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２
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睡
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や
つ・
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び

お
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つ・
遊
び
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短
時
間
終
了
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長
保
育

随
時
登
園
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や
つ・
遊
び
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び
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食
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睡
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び
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※一般的な基準を示したもので季節や年齢、一人一人によっても多少相違があります。

幼稚園教育　9：00～14：00

北方町立こども園
　町立こども園では、「心身ともに健康でたくましい子を育む」を保育教育方針として、学びの基礎となる
豊かな体験活動を展開することが主な特色です。
園の特色
□自由遊び 遊びを選択し体全体で楽しむことを通して、追究しやり切る力を育みます
□交流活動 地域の方々、各学校との交流などにより、人と関わる力や郷土愛を育みます
□自然や文化的体験活動 野菜の栽培、英語や音楽、運動などを通して、知的好奇心や表現力を育みます
□学校との連携 学校との連携を密にすることで、円滑な就学へつなげます
□保護者とともに進める子育て 保護者との日々の相談を大切にし、子育てを楽しめるように支援します

令和６年度

園児のみ参加の行事月 保護者参加の行事 保健行事・その他
前期始業式　進級式　新入園児歓迎会 入園式　保育参観　保護者会総会 内科健康診断①

運動会　前期終業式　後期始業式
秋の遠足　芸術鑑賞教室 個別懇談 歯科検診②

秋季休業(幼稚園コース)

文化祭参加【年長児】　園外保育(秋みつけ) 家族ふれあい参観

お別れ会　修了式　お別れ遠足【年長児】
誕生会　英語活動【年中・年長児】　安全指導（生活・防犯・交通・災害）
発育測定（身長・体重)　学園・岐阜農林高等学校との交流　子どもサミット

卒園式

内科健康診断②

文化財防火デー【年中・年長児】 冬季休業終了(幼稚園コース)
新入園児一日入園

交通安全教室　春の遠足 個別懇談 歯科検診①　尿検査
プール開き　時の太鼓見学【年長児】 保育参観 入園説明会

ふれあい合唱集会【年長児】 保育発表会

なかよし広場(未就園児対象)　※開催日程は広報でお知らせ

冬のお楽しみ会 冬季休業開始(幼稚園コース)

防災指導
夏季休業終了(幼稚園コース)

七夕会　木育教室　 夏季休業開始(幼稚園コース)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
年間

5～2月



幼保連携認定こども園　かわせみこども園

〇保育・教育目標
１．心身ともに健やかでたくましい子
　  たくさん遊び、よく食べ、よく眠る等家庭的な雰囲気の中で園生活を安心して過ごすことで、心と身体
　  の安定につなげていきます。
２．豊かな人間性をもった子
　  交流など様々な体験を通して、社会性の基礎を身につけ、生きる力を培っています。
３．なんにでも挑戦する意欲をもった子
　  子どもたちが自ら選んで主体的に活動できる環境を整え、さまざまな体験をするなかで、失敗を恐れず
　  のびのびと取り組む姿を見守ります。
４．感謝する心を大切に、人を思いやれる心をもった子
　  他者との関りや地域との交流の中で、愛されていることに気づき、そこから自らもまた人を思いやれる 
　  心を育みます。

★季節に触れながら遊びが発展するよう環境を整えます。
★毎月実施　お誕生会・身体測定・命を守る訓練 (災害避難、交通安全、保育安全、防犯 )
★行事の内容や開催月は変更になることがあります。

※一般的な基準を示したもので季節や年齢、一人一人によっても多少相違があります。
〇多種多様な教室や体験
　「楽しみながら学ぶ」、「子どもたちの興味や好奇心を広げる」をテーマにリトミック・英語教室・クッキング・
　体育教室・学研教室・園外活動等を取り入れています。

園　 行　 事 （予定）

園での一日
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※青字で書かれている文字のところは、保護者が参加する行事です。

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

開園式　入園式　前期始業式　新入園児歓迎会、保育参観（保護者会総会）      
交通安全教室　春の遠足　個別懇談　内科健診①　歯科健診①      
プール開き　時の太鼓記念日（年長児）保育参観　入園説明会      
七夕会・夏祭り　木育教室　      
プール納め      
防災指導　オータムフェスティバル      
秋の遠足　芸術鑑賞教室　個別懇談　歯科健診②      
文化祭参加（年長児）園外保育（秋みつけ）内科健診②      
生活発表会　クリスマス会      
文化財防火デー      
ふれあい合唱集会（年中・年長児）      
お別れ遠足（年長児）お別れ会　修了式　卒園式      



小規模認可保育事業所　ちびっこ園。

～ 毎日が成長する日 ～
　ちびっこ園。では、園で過ごす一日一日を“毎日が成長する日”と考え、子どもたちと向き合っています。
目に見える変化に大小はありますが、成長していく姿をしっかり見届け、保護者の皆さまと一緒に喜んでい
きたいと考えています。
　小規模だからできるきめ細かく、質の高い保育を実践することで、子どもたちに“笑顔と成長”を、保護
者の皆さまに“安心と満足”をご提供します。

園概要

運営　株式会社　わプらす
形態　小規模認可保育事業　B型
認可　平成２７年４月１日から

幼児教育

　「習い事」としてではなく「遊び」の中から、学ぶ楽しさを感じてほしいと考え、「英語」や「キッズビクス」
「習字」「サッカー」「クッキング」などの幼児教室を行っております。他にも、子どもたちの「学ぶ意欲」を
かきたてるものがあれば、随時取り入れていきたいと考えております。

　年間行事は新しいものが増えたり、中止になることがあります。
　最新の情報はＨＰに掲載しておりますのでそちらをご確認ください。

園　 行　 事 令和６年度

園での一日

 ※一般的な基準を示したもので季節や年齢、一人一人によっても多少相違があります。
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4
月

８
月

12
月

5
月

9
月

1
月

6
月

10
月

2
月

7
月

11
月

3
月

お花見
野菜の苗植え

盆踊り
野菜収穫

餅つき　大掃除
大根掘り
クリスマス会

大切な人
プレゼント作り

敬老の日
プレゼント作り
園祭り

初詣
書き初め

じゃがいも掘り
歯磨き指導
プール開き

消防署見学
遠足

豆まき
太巻き作り
運動会
いちご狩り

七夕
野菜収穫

芸術鑑賞会
勤労感謝

ひな祭り
お別れ遠足
お別れ会
卒園式

ちびっこ園。
HP

ちびっこ園。
インスタグラム
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開園式　入園式　前期始業式　新入園児歓迎会、保育参観（保護者会総会）      
交通安全教室　春の遠足　個別懇談　内科健診①　歯科健診①      
プール開き　時の太鼓記念日（年長児）保育参観　入園説明会      
七夕会・夏祭り　木育教室　      
プール納め      
防災指導　オータムフェスティバル      
秋の遠足　芸術鑑賞教室　個別懇談　歯科健診②      
文化祭参加（年長児）園外保育（秋みつけ）内科健診②      
生活発表会　クリスマス会      
文化財防火デー      
ふれあい合唱集会（年中・年長児）      
お別れ遠足（年長児）お別れ会　修了式　卒園式      



  

かわせみこども園

町立こども園

中保育園

ちびっこ園。

北方町役場

北方みなみ子ども館

北保育園・
北方きた子ども館

北保育園
住 所／北方1640番地の1

TEL324-0254

中保育園
住 所／北方1857番地の3

TEL324-8313

かわせみこども園
住 所／北方町北方73番地の１

ちびっこ園。
住 所／高屋白木１丁目55番地の２

TEL324-1101

町立こども園
住 所／北方1367番地の１

TEL324-5721

問い合わせ先

北方町ホームページ
http://www.town.kitagata.gifu.jp

TEL 058-323-1115
北方町教育委員会

北学園

南学園

町立北方保育園・町立こども園
位置図


